
らの調査や調整は，行動科学等の知識や技法を活用し
て行われます。
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　日本がいわゆるハーグ条約に加盟したことに伴い，16 歳未満の子が国境を越えて不法に日本へ連れ去
られた場合等において，子をその常居所地国に返還することを求める子の返還申立事件が，東京家庭裁
判所及び大阪家庭裁判所で取り扱われることになりました。
　申立てを受けた家庭裁判所は，当事者から提出された書類，家庭裁判所調査官の調査結果，自ら行っ
た審問の結果などに基づいて，子を常居所地国へ返還するか否かを迅速に判断します。また，当事者間に
合意が成立すれば，和解や調停によって解決することもできます。家庭裁判所の判断（終局決定）に不服
があるときは、2週間以内に不服申立てをすることにより，高等裁判所による審理を求めることもできます。
　子の返還を命じる終局決定が確定し，又は和解や調停が成立した後，子が常居所地国へ返還されない
場合には，子の返還を求める当事者からの申出により，家庭裁判所が事情を調べた上で義務の履行の勧
告をする手続が利用できますし，強制執行の手続も利用できます。

ハーグ条約実施法に基づく子の返還に関する事件
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　この調査は，非行の原因や少年の抱える問
題を明らかにし，どうすれば立ち直ることが
できるかを見極めるために，少年の性格，日
頃の行動，生育歴，環境等について，行動科
学等の知識や技法を活用して行われます。

見てくることもあります。また，被害の実情
を詳しく把握するために被害を受けた方からお話をうかがうことがあり，このような調査の過程
で，少年の非行の原因となっている問題性に応じた様々な教育的な働き掛けを行います。例えば，
少年や保護者に非行に至った要因を考えさせた上で，指導，助言を行います。さらに，少年を老人
ホームでの介護活動や地域清掃活動等の社会奉仕活動に参加させたり，犯罪によって被害を受けた
方の声を直接聴く講習を受けさせたりして反省を促すこともあります。

２　刑罰法令に触れる行為をしたが，その行為の時14歳未満であったため，法律上，罪を犯したこ
とにならない少年（触法少年）

３　20歳未満で，保護者の正当な監督に従わない，などの不良行為があり，その性格や環境からみ
て，将来罪を犯し，又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年（ぐ犯少年）


